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争点

１補正却下決定の際に拒絶理由通知をしなかったことの違法の有無

平成５年法は審査・審判迅速性確保目的なるも、手続保障が失わ
れてはならない。審尋は刊行物２を示しただけで意見書提出できない。

原告が補正案を示したにも拘わらず、拒絶理由出さなかったことは
手続保障に欠ける。 ⇒ 審尋を中止した背景か？

２ 組み合わせの容易想到性

刊行物１（特開昭５９－１７１５８８号公報，甲１）

刊行物２（実開昭６３－８５４９５号のマイクロフィルム，甲２）

技術分野が異なる場合の組み合わせ容易想到性



本件発明に対する拒絶査定理由

拒絶理由 拒絶査定 前置報告書 審決 審判拒絶理由１ 審判拒絶理由２

特開昭５９－１７１５８８ ← ← ← ← ←

特開昭５３－２５０７２ ← ← ←

特表平９－５００７０９ ← ← ←

実開平５－８７３５２ ← ← ←

実開昭６３ー８５４９５

実開平２ー３２８２２

米国特許３２４４０２４

実公昭３２ー３８０２

特開平１１－１１４２８１

実開昭４９－５５９６０

特許しないという強い意図が感じられる



本件発明の技術内容

伝達機構

歯車箱

内槽軸
攪拌器軸

主駆動軸歯車軸
歯車軸歯車軸

歯車部
歯車部

歯車軸歯車
歯車

歯車

歯車
内槽

滑車
歯車

モーター

外槽

攪拌器

内槽底面
に固定

攪拌器に
固定



刊行物１(特開昭５９－１７１５８８)記載の発明

洗濯機

回転子

軸

遊星ギヤを介さない
攪拌体軸

洗濯兼脱水槽駆動軸

遊星ギヤインナーギヤ部

攪拌体

サンギヤ部

固定子

ブレーキシュー

キャリヤ部

遊星ギヤ機構

特許庁の認定
洗濯機の技術分野において、

１の入力軸から同軸の互いに逆転する２
軸へ出力する技術思想が開示

攪拌器軸（１０）＝

内槽軸（１１）＝

駆動力入力＝

歯車箱（１３）＝

緑色は本件発明との対応部



刊行物２（特開平５－２３４９１１）に開示の発明

反転装置

外軸内軸

主として船舶に用いられる

⇩

大型・大負荷ｖｓ小型・小負荷

⇩

設計思想が異なる

⇩

技術分野が異なる

⇩

刊行物１発明に適用できない

ディーゼル主機関

プロペラ

汎用性示唆

特許庁の認定

刊行物２は、主として・・の記載
から船舶に限定されず汎用性
を有するから、刊行物１発明に
適用することは容易想到

攪拌器軸（１０）

＝

＝

内槽軸（１１）

入力歯車

第１小歯車

第２小歯車

＝

＝

対の歯車部（15,28） 入力軸

＝

たわみ軸

主駆動軸（２０）

内輪用大歯車

＝

外歯車部（３０）

外輪用大歯車

＝

外歯車（１２）

対の歯車部（16,29）

＝外歯車（２４）

＝

緑色は本件発明との対応部



甲３（特開昭５３－２５０７２）に開示の発明
駆動力入力端を含む歯車箱を設けることの周知例

ハウジング＝歯車箱

回転伝動入力軸

一体回転

伝動装置



甲４（特表平９－５００７０９）記載の発明
駆動力入力端を含む歯車箱を設けることの周知例

ハウジング＝歯車箱

軸受
支持アーム

太陽歯車

太陽歯車

遊星歯車

遊星歯車

遊星歯車

遊星歯車

リング歯車

リング歯車

駆動力入力端



最初の審決理由
補正後クレーム（特許クレーム） 刊行物１（一致点） 相違点

駆動力入力端と２つの駆動力出力端とを含み、
前記駆動力出力端の一方が、攪拌器軸（１０）に接続されており、
前記攪拌器軸をある方向に回転させ、
前記駆動力出力端の他方が、中空の内槽軸（１１）に接続されており、
前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ、
駆動力入力を２つの駆動力出力に変換する歯車箱（１３）を含む、
双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって、

駆動力入力部と２つの駆動力出力端とを含み、
前記駆動力出力端の一方が、攪拌器軸に接続されており、
前記攪拌器軸をある方向に回転させ、
前記駆動力出力端の他方が、中空の内槽軸に接続されており、
前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ、
駆動力入力を２つの駆動力出力に変換する歯車機構部を含む、
双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機
構であって、

相違点１
歯車箱がモーターの回転子３９の回転が
伝達されるインターナルギア部３１

駆動入力軸を含む歯車箱は、特開昭５３－
２５０７２他によって周知（甲３・４）

前記歯車箱が、その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており、
前記中空の内槽軸が、前記上端壁に設けられた前記軸孔を通って延在し、かつ、前
記歯車箱内に回転可能に設置されており、
二対の歯車軸（２９、１６）が、前記歯車箱の前記上端壁と下端壁にそれぞれ形成さ
れた歯車軸孔に設置されており、
二対の歯車部（１５、２８）が、前記二対の歯車軸にそれぞれ設置されており、かつ、
互いにかみ合っており、
前記攪拌器軸が、前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して設置され、かつ、そ
の中で回転し、
前記攪拌器軸の下端が、前記中空の内槽軸の下端を超えて延在しており、
前記攪拌器軸（１０）の前記下端に設置された外歯車（３０）が、前記二対の歯車部
の一方（１５）とかみ合っており、
前記中空の内槽軸（１１）の前記下端に設置された外歯車（１２）が、前記二対の歯
車部の他方（２８）とかみ合っており、
主駆動軸（２０）が、前記歯車箱の内側に設置されており、その下端が、前記歯車箱
の前記下端壁の前記軸孔を貫通し、かつ、下方および外側へ延在しており、
前記主駆動軸（２０）の上端に設置された外歯車（２４）が、前記二対の歯車部の前
記一方（１５）とかみ合っている

前記攪拌器軸が、前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して
設置され、かつ、その中で回転し、
前記攪拌器軸の下端が、前記中空の内槽軸の下端を超えて延
在している伝動機構

相違点２
遊星ギヤ機構
刊行物２
中空の外軸５が回転可能に設けられてお
り、対の歯車軸２あ、３－３が設けられてお
り、対の歯車部３－１、３－２、３－４が、前
記対の歯車軸２ａ、３－３にそれぞれ設置さ
れ、互いにかみ合っており、内軸４の下端
に設置された外歯車３－５が、前記対の歯
車部の一方３－４とかみあっており、前記
中空の外軸５の下端に設置された外歯車
３－７が、前記対の歯車部の他方３－１と
かみ合っており、主駆動軸２ａの上端に設
置された外歯車３－１が、対の歯車部の前
記一方３－２とかみ合っている、内軸４と外
軸５を逆方向に回転させる装置。
刊行物２も、入力軸が１つで、互いに逆転
する２つの出力軸を有する。
刊行物１においける遊星ギヤ機構を、費用
や工数等を踏まえ、刊行物２事項を試みる
ことは設計的事項。

ことを特徴とする伝動機構。

赤字は審判官合議体が認定した相違点



審取消訴訟における、原告主張・被告反論・裁判所判断
取消理由 原告（ハイアール）主張 被告（特許庁）反論 裁判所判断

１
反論機会

理由有り

刊行物２は，審判手続中の平成２１年
１０月２０日の審尋で、甲５は審決で公
知文献として初めて挙示。意見書を提
出する機会が与えられず、１５９条２項
で準用する５０条違反

審尋に対する回答書で反論し
ており、反論の機会は与えら
れている。

拒絶査定不服審判請求時における補正が、独立特許要件
を満たさない場合、拒絶理由を通知することなく補正却下す
ることは過酷であり、手続違反もあり得る。①大幅補正、②
審尋で新公知文献、③審尋に対し再補正案、④刊行物２は
引用不適切より、審尋回答だけでは不十分につき、手続違
反。

２

相違点の
看過
判断せず

刊行物１発明の遊星ギア機構は，モー
タの回転子３９の回転をこれと逆方向
に回転する１つの駆動力出力に変換
するものであって、「モータの回転子３
９の回転を２つの駆動力出力に変換す
る」ものではない。

回転子３９⇒軸３０＆軸３２ 刊行物１発明は、衣類の洗浄力向上を解決課題とする。刊
行物２は、小型軽量化を図れるようにした二重反転プロペ
ラ用反転装置を提供することを課題とする。二重反転プロ
ペラ用反転装置は、本質的には船舶等の姿勢安定化を課
題とし、船舶等の固有技術である。当業者が、洗濯機の分
野では本来的に要求されない船舶等における二重反転プ
ロペラに関する刊行物２の記載事項を刊行物１の発明に適
用することは困難である。

解決課題が大きく異なっている公知技術を組み合わせるに
当たって、両者が動力伝達機構という汎用性が高い一般技
術分野に属するとしてその容易性を判断することは慎重で
なければならず、被告主張は採用できない。

刊行物２は、「主として船舶用・・」記載あり、船舶用は例示
であるとしても、全ての技術分野の他の技術が適用容易と
なるものでないことは明らかであり、発明の技術分野、解決
課題、組み合わせの動機付け等具体的に検討しなければ
ならない。刊行物１発明と刊行物２発明は、技術分野、解決
課題も大きく隔たり、組み合わせの動機付けも明確でない
から、組み合わせは困難。

３
相違点１
判断せず

甲３のハウジングは入力軸と一体回転。
動力伝達機構として機能。甲４も同様

動力伝達機構として同一

４
相違点２
理由有り

刊行物２は船舶用につき技術分野が
異なる⇒適用不可

請求項１は洗濯機専用ではな
く汎用の伝達機構



判決後の審判における拒絶理由

第１回拒絶理由通知 第２回拒絶理由通知

特開昭５９－１７１５８８

米国特許３２４４０２４

実公昭３２ー３８０２

特開昭５９－１７１５８８

特開平１１－１１４２８１

実開昭４９－５５９６０



最後の審決理由
補正後クレーム（特許クレーム） 刊行物１（米特許第３２４４０２４号） 相違点

駆動力入力端と２つの駆動力出力端とを含み、
前記駆動力出力端の一方が、攪拌器軸（１０）に接続されており、
前記攪拌器軸をある方向に回転させ、
前記駆動力出力端の他方が、中空の内槽軸（１１）に接続されており、
前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ、
駆動力入力を２つの駆動力出力に変換する歯車箱（１３）を含む、
双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって、

駆動力入力端と２つの駆動力出力端とを含み、
前記駆動力出力端の一方が、中実出力軸に接続されており、
前記中実出力軸をある方向に回転させ、
前記駆動力出力端の他方が、中空出力軸に接続されており、
前記中空出力軸を別の方向に回転させ、
駆動力入力を２つの駆動力出力に変換する歯車箱を含む、
双方向駆動を生じさせるためのミニチュア用伝動機構であって、

相違点１
引用発明１では、用途はミニチュアギア用
高度に小型化されるように設計されるので
それに反する技術の適用を阻害する。

前記歯車箱が、その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており、
前記中空の内槽軸が、前記上端壁に設けられた前記軸孔を通って延在し、かつ、前
記歯車箱内に回転可能に設置されており、
二対の歯車軸（２９、１６）が、前記歯車箱の前記上端壁と下端壁にそれぞれ形成さ
れた歯車軸孔に設置されており、
二対の歯車部（１５、２８）が、前記二対の歯車軸にそれぞれ設置されており、かつ、
互いにかみ合っており、
前記攪拌器軸が、前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して設置され、かつ、そ
の中で回転し、
前記攪拌器軸の下端が、前記中空の内槽軸の下端を超えて延在しており、
前記攪拌器軸（１０）の前記下端に設置された外歯車（３０）が、前記二対の歯車部
の一方（１５）とかみ合っており、
前記中空の内槽軸（１１）の前記下端に設置された外歯車（１２）が、前記二対の歯
車部の他方（２８）とかみ合っており、
主駆動軸（２０）が、前記歯車箱の内側に設置されており、その下端が、前記歯車箱
の前記下端壁の前記軸孔を貫通し、かつ、下方および外側へ延在しており、
前記主駆動軸（２０）の上端に設置された外歯車（２４）が、前記二対の歯車部の前
記一方（１５）とかみ合っている

前記歯車箱が、その２つの側壁にそれぞれ軸孔を備えており、
前記中空出力軸が、前記側壁に設けられた前記軸孔を通って
延在し、かつ、前記歯車箱内に回転可能に設置されており、
歯車軸が、前記歯車箱の前記２つの側壁にそれぞれ形成され
た歯車軸孔に設置されており、
歯車部が、前記歯車軸にそれぞれ設置されており、かつ、互い
にかみ合っており、
前記中実出力軸が、前記中空出力軸の内側に中心を共有して
設置され、かつ、その中で回転し、前記中実出力軸の一端が前
記中空出力軸の一端を超えて延在しており、
前記中実出力軸の前記一端に設置された外歯車が、前記歯車
部の一方とかみ合っており、
前記中空出力軸の前記一端に設置された外歯車が、前記歯車
部の他方とかみ合っており、
主駆動軸が、前記歯車箱の内側に設置されており、その一端が、
前記歯車箱の前記側壁の前記軸孔を貫通し、かつ、外側へ延
在しており、前記主駆動軸の一端に設置された外歯車が、前記
歯車部の前記一方とかみ合っている

相違点２
引用発明１では、軸孔が設けられているの
はギアヘッド１０の端壁１４及び円筒側壁１
６に支持された軸受板２６および軸受板５４
検討するまでもない
相違点３
本願発明では、「二対」としているのに対し
て、引用発明１では、２本や２群でしか存在
しない点。
引用発明１は、ミニチュアギア用伝動機
構であって、強力な伝動力を要求されるも
のでないので二対設けることの必要性がな
いものであることから、「二対」とする動機
付けは存在しない。

特許性あり

ことを特徴とする伝動機構。 伝動機構。

青字は審判官合議体が認定した相違点



まとめ（実務上活用できそうな事項）

•大幅にクレームを補正した場合、大っぴらに拒絶理由を要求できる。

•技術分野が大きく異なる引用例の場合、技術分野が異なる（ので組
み合わせに対する阻害要因がある）旨の反論ができる。



まとめ
•論議したい事項１ これだけ洗濯機の駆動装置に適していると主張
しながら、請求項１～６においては、「伝動機構」である。権利解釈に
際しては、請求項１～６について、洗濯機に限定されるのか？

•論議したい事項２ 「洗濯機のための伝動機構」にすれば、審判で特
許になったのでは？

•論議したい事項３ 裁判所は、原告が主張していない、二重反転プ
ロペラの本質的意義（反トルクを打ち消す）を認定しているが、弁論
主義に反しているのでは？

•論議したい事項４ 技術者は、技術的課題に直面した場合、本件の
場合、純粋な機械的課題であるので、あらゆる機械的技術分野の
技術を参考にしようとするのではないか？そうすると、刊行物２の構
造を洗濯機の同心逆転軸に採用する動機付けになるのでは？


